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              ☆第 25回いたかんネット交流会 
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              平成 27 年 1 月 12 

日（月・祝）ボラン 

ティアセンターにお 

いて、「意外と知らな 

いマンション理事会 

の運営・そのヒケツ 

は？」と題して第 25 

回いたかんネット交

流会が開催された。 

当初、講師は田村晃清氏だったが、都合により

急遽、鷹取利典氏（マンション管理士）に代役を

務めていただくことになった。 

歯切れの良い明快な講義内容で、出席された方

たちも満足のいく交流会となったのではないだろ

うか。管理会社の役割も網羅した資料の「理事会

運営マニュアル」は、新米理事には手放せないバ

イブルになると思われる。 

また、いたかんネットからアドバイザーとして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いたかんネット」ってなぁ～に？ 

井上宙史弁護士と渡邉真弘一級建築士が出席し

た。 

講演後の質疑応答は、内容も 

多岐に渡り、中でも規約の条文 

に関する解釈の違いについて、 

活発な意見の交換があった。 

井上弁護士からは、今後の活 

動に協力の申し出があり、いた 

かんにとって心強い味方を得る 

こととなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

購入予定者などが参加しています。会報の発行の
ほか各地のネットワークとの情報交換、講師を招
いての学習会、大規模修繕工事に関する相談、コ
ンサルタントの紹介などの活動を行っています。 

いたかんネット 
マンション問題をみんなで考える 

板橋マンション管理組合ネットワーク 
2015 年 

4 月号 

№44 

連
続
座
談
会
も
4
月
で
31
回
目
と
な

り
、
最
近
は
17
～
18
名
の
参
加
者
を
キ
ー

プ
し
て
い
ま
す
。 

当
初
は
6
名
、
7
名
の
と
き
も
あ
り
ま

し
た
が
、
想
定
内
だ
っ
た
の
で
め
げ
る
こ

と
な
く
継
続
し
て
き
ま
し
た
。 

「
こ
こ
に
行
け
ば
解
決
の
糸
口
が
見
つ

か
る
」
と
い
う
場
所
が
、
ど
う
し
て
も
必

要
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。 

昨
年
、
区
と
の
共
催
で
連
続
3
回
の

「
基
礎
勉
強
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
参

加
者
の
知
り
た
い
、
基
礎
か
ら
学
び
た
い

と
い
う
思
い
が
毎
回
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。 こ

れ
に
よ
り
、
座
談
会
の
テ
ー
マ
を 

 

決
め
る
と
き
、「
大
規
模
修
繕
」
と
か
「
規 

 

約
の
改
正
」
と
か
、
大
き 

な
定
番
の
問
題
も
も
ち
ろ 

ん
大
事
で
す
が
、
原
点
に 

返
っ
て
「
共
用
部
分
と

は
」、「
専
用
使
用
権
と
は
」 

と
い
っ
た
基
礎
的
事
項
も
テ
ー
マ
と
し
て

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

ま
た
保
険
の
話
や
、
管
理
費
等
の
保
障

サ
ー
ビ
ス
商
品
と
い
っ
た
時
流
に
合
っ
た

テ
ー
マ
も
順
次
予
定
し
て
い
ま
す
。 

繰
り
返
し
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
忘
れ
て
い
た
こ
と
も
再
度
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。 
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意外と知らないマンション理事会の運営 

連
続
座
談
会
の
役
割 

いたかんネットは、マンション問題に関心のあ 

る方々の学習やマンション管理に関する情報交換 

を行う場で、一級建築士や、マンション管理士な 

どの専門家、管理組合理事長経験者やマンション 

 

講師の鷹取氏 

渡邉一級建築士と井上弁護士 

司会の藤木氏 

マ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
フ 
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以上の 8 項目を義務付ける条例を制定  守らない場合、マンション名の公表という罰則がある。 

その波及効果は？ 
 

成島 この条例施行で、どのような効果がありまし

たか？ 

園田 関心をもってもらうことが大事で、区民部

（町会担当）もこの条例により町会に対して

財務諸表の作成を指導するなど、良い影響が

出てきています。 

   古いマンションは、送付物を送っても返って

きてしまうことがあるので、情報の伝達が大

事と考え、その対策も今後の課題です。 

   苦情といったものは現時点では来ていませ

んが、耐震の相談に来 

た人が「補助金を上げ 

ろ！」と要求していま 

した。（笑） 

「区としての説明はやっ 

たのか」との声があり 

ましたが、年 2回開催 

のセミナーやシンポジ 

ウムの中でくわしく説 

明をしました。このマンション管理状況の届

出は 5 年に 1 回更新することになっていま

す。 

 

 

 

 

現在の届出件数は？ 
 

成島 平成 25年 7月に「条例」が施行されました

が、現在の届出件数はどれくらいですか？ 

園田 平成 26 年 3 月 31 日までの「管理状況届出

書」が集計済みとなっています。 

準備段階の時点では対象マンションは 937

件でしたが、3 月 31 日時点ではマンション

数は 1,103件で、届出件数は 578件です。 

今日現在ではさらに 1,117 件に増えて届出

件数は 598 件（届出率 53,5％）に増加して

います。 

来年度には未提出マンションの個別訪問を

やる予定で、届出率 100％をめざします。 

特集 
インタビュー 

 
ュー 
 

豊島区マンション管理推進条例 

その施行後の現況は?  

 
平成 25 年 7 月 1 日に豊島区で「マンション管理推進条例」が施行されました。 

豊島区の住宅の約 8 割が分譲マンションを含む共同住宅であり、その適切な維持管理を推進す

るためマンション実態調査を実施したところ、その建築数は平成 22 年当時、937 件と判明し

ました。この実態調査を基に条例は制定されました。 

他地区の注目を集めて施行されたこの「条例」の推進役であった豊島区の園田香次マンション

担当課長をお尋ねしてその後の経過をお聞きしました。 

 

 

 

 

成島会長 

 

豊島区都市整備部 

建築住宅担当部長 

建築課長 

マンション担当課長 

園田香次氏 

プロフィール 
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次なる目標は？ 

 

成島 次に豊島区がめざすも 

のは何でしょうか？ 

園田 豊島区は 23区で唯一 

の消滅可能性都市と 

いわれています。 

この言葉をきっかけに、豊島区は大きく生ま

れ変わろうとしています。「リノベーションま

ちづくり塾＠豊島区」全 3 回の短期集中カリ

キュラムを開催、また北九州市が実践してい

る「リノベーションまちづくり」をお手本に

して、豊島区でも「リノベーションスクール

※1」を開講しました。 

成島 興味深いですね。 

園田 これは、オーナーから提供された豊島区内の

実際の空き物件を対象に、リノベーション事

業者と受講生※2 が、具体的なリノベーショ

ンの事業プランを 3 日間かけて作成する、と

いうものです。最終日には、物件オーナーに

向けて公開プレゼンテーションを行い、実現

化につなげます。 

成島 それが実現したら、その対象の物件だけでな

く、その物件のあるエリアの価値も上がるこ

とになり、またその地域を生まれ変わらせる

こともできるかもしれませんね。他地区でも

大いに参考になる試みだと思います。 

期待して見守りたいと思います。 （敬称略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 7 日、板橋区主催による「マンションの地

震対策」というテーマで、榎本明弘氏（マンショ

ン管理士・防災士）の講演を聞いてきました。 

マグニチュード７規模の首都直下地震はいつ来

てもおかしくありません。その日は明日かもしれ

ません。その時、あなたはどうしますか？ 一人

で家族の命を守れますか？  

板橋区の地形は、高台と荒川沿いの 

低地に大別されるそうです。自分の住 

んでいる場所によって状況が違ってき 

ます。自分たちの命を守り被災からの復旧を早め

るためにマンション独自の防災マニュアルが必要

だと痛感しました。 

個人の備えとして、身の周りの安全を確保し、

飲料水・食料・トイレ等を備えておくことは必須

です。では管理組合の備えはというと、建物の耐

震性を確認し、建物・設備の耐震化工事を実施す

ることです。次に、マンションの防災マニュアル

の内容ですが、時系列で考え、災害発生時の行動

（災害本部の設置、安否確認、救助・救援活動、情

報のまとめと報告、指示等）を確認し、必要な防

災用品を準備しておきます。 

更に大事なのは、実際に防災訓練を行うことで

す。訓練を繰り返すことでマニュアルをブラッシ

ュアップし、同時に住民間のコミュニケーション

を深めることができます。 

年に 2 回（例えば 3 月、9 月の第一日曜日）を 

防災の日と決めてチェックを行うことも大事なこ

とではないでしょうか。      IH                    

       

われらマンション仲間 
みんなの声 

 

※1  リノベーションスクール 遊休不動産を活用した都 

市再生手法を、実践を通して学ぶ短期集中スクール 

※2 受講生 リノベーション、まちづくりなどに興味があ

り、自ら実践者となって遊休ストックを活用した都市

再生を志す意志のある者、経験不問、学生も可 

 

知っておきたいマンション知識 

Q 管理費・修繕積立金を変更する場合、総会での 

決議は普通決議ですか？特別決議ですか？ 

A この件に関して総会の決議で特別決議が必要に

なるのは、この変更が「規約の変更」に当たる

場合です。規約の本文に「管理費等の額は別表

○○の通りとする」のように記載され、別表が

規約の一部とみなされるような場合は、管理費

等の改定は規約の変更に該当し総会の特別決議

が必要です。 

一方、規約の本文に「管理費等の額は別に定め 

 

る」のように記載され、規約の中に金額の記載が

ない場合は、別に定めた管理費等の額自体は規約

の一部とみなされません。規約に別段の定めがな

ければ普通決議で改定が可能となります。 

Q 具体的な事例はありますか？ 

A平成 14年 11月 5日、神戸地裁の控訴審判決で「総

会において管理費及び修繕積立金の額を決定す

ることは規約の変更に当たらず、特別決議を要し

ないと解するのが相当」という事例があります。 

マンション管理業協会のホームページ 

 弁護士篠原みち子先生の 

マンション管理お役立ちコーナーより            

IH 

管理費・修繕積立金改定 

マンション独自の防災マニュアルを 
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ま月 

 

座
談
会
は
学
び
の
場
で
あ
り
、
楽

し
い
交
流
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
皆

様
の
声
を
紙
面
で
反
映
さ
せ
た
い
と

思
い
ま
す
。
参
加
者
の
体
験
談
は
多

種
多
様
で
勉
強
に
な
り
ま
す
。 
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マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
守
り
た
い
資

産
が
あ
る
、
引
き
継
ぎ
た
い
資
産
が

あ
る
。
「
住
ま
い
」
に
今
、
出
来
る

事
は
何
か
？ 

や
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
事
は
何
か
？ 

全
て
が
自
分
自

身
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
責

任
が
あ
る
。
関
心
を
も
ち
学
ぶ
事
か

ら
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。 

大
切
な
も
の
と
し
っ
か
り
と
向
き

合
う
気
持
ち
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。 

T
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発行責任者  成島圭子（いたかんネット会長） 

ス タ ッ フ  市川仁子 田中ひろ子 細谷光子 

連 絡 先  ☎ & FAX 03-3958-2808 

E-mail    hwwmp424@ybb.ne.jp 

ホームページ http://itakan.jimdo.com/ 

 

 
入会御案内 
・入会金 2,000 円 
・年会費 3,000 円（個人会員） 
※管理組合で入会される場合は左記にお問い
合わせください。 

 

日 時 平成 27 年 6 月 14 日（日） 

午後 1 時 30 分～3 時 00 分（予定）  

場 所 ボランティアセンター第 4 ルーム 

後日、会員には資料を送付します。 

 

 

日 時 平成 27 年 6 月 14 日（日） 

    午後 3 時 15 分～4 時 30 分（予定） 

場 所 ボランティアセンター第 4 ルーム 

議 題 管理会社の比較 

講 師 藤木勝憲氏（マンション管理士） 

申 込 いたかんネット事務局（大崎） 

    ☎＆FAX 03-3968-4634 

【第 13回いたかんネット通常総会】 

≪インフォメーション≫ 

いたかんネット情報掲示板 

 マンションの寿命は？ 鉄筋コンクリートの建物
は溶けて無くならない！ でも、メンテナンスしなけ
れば住めなくなる。マンションに安全に快適に住むた
めに「建物の維持管理・維持保全」の方法は… 
①保守点検（日常・定期・臨時） 
②修繕（経常・計画） 
③特別修繕（災害復旧など） 等々。 
改良保全→「マンション再生」に重要なのは経年劣

化に伴い先を見据えた長期修繕計画である。 
➮1 回目の大規模修繕工事（築 12 年頃）では、計画
修繕の基本工事。入居時は綺麗だったが汚れが目立
つなど美観回復。日常的に不便に感じる箇所の改
修。また、状況によって防水工事など。 

➮2 回目（築 24 年頃）外壁改修を主体とし、屋根や
アスファルトの防水押さえ工法や「グレードアップ
工事」などがある。また、エレベーター改修工事・
給排水設備改修工事も計画に加える。 

➮３回目（築 36年頃）マンション再生を意識！ グ
レードアップを考える外壁改修工事、基本工事に加
えアルミサッシ・玄関ドアなど。防犯対策や耐震化
などを検討する。 
居住者の考える総合耐震性とは？ 

✤死傷者、重傷者を出さない 
✤安全な場所に避難出来る 
✤生活に必要な機能が守られる 
✤資産が守れる 等である。 
長期修繕計画を立て計画修繕を行い、新築マンシ 

ョンの性能をめざしながら耐震改修も行い「マンショ
ンに 100年安全・快適に暮らす方法」を考えたい。 
 それぞれのマンションにより違いはあるが、守るも
のは自分たちの生命と安心できる日常生活である。 
（3月 7日板橋区主催マンション管理セミナーより）  TH                     
 
 

 

時 流 

【第 26回いたかんネット交流会】 

 

この一冊④ 

 

 

 

「配ったのはあんパンだった！」 
危機管理、コミュニティ形成、住民トラブル対

応などのマンション管理会社の取り組み事例を

徹底取材したのが本書。 

S 建物サービス（管理会社）は東日本大震災時、

多くの救援物資を送ったが、中でもユニークだっ

たのはトラック 1台分の菓子パンだった。「この非

常時に不謹慎だ！」と怒り出す人もいるのでは？

と危惧されたが、小さな子供はもちろん、大人に

も喜ばれた。中でもあるおばあさんは「乾パンは

固くて噛めない、あんパンでもあればいいのにと

思っていた」と目を輝かせたそうである…。 

 

毎月第 1 木曜日・午後 2 時～4 時（5 月 7 日、
6 月 4 日）ボランティアセンターにおいて 

連続座談会を開催しております。 

どなたでも奮ってご参加ください。 

 

 

マンションに 100年安全・快適に暮らす方法 

 

第 2 回いたばし結(ゆい)まつり 

来たる 5 月 10 日（日）ボランティアセンターに
おいて「いたばし結まつり」が開催されます。 

模擬店やフリーマーケット等多数が出店します。 

いたかんネットもマンション個別相談を実施しま
すので、みなさんのお越しをお待ちしております。 

 著者：櫻井幸雄 

 

mailto:hwwmp424@ybb.ne.jp
http://itakan.jimdo.com/

